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(57)【要約】
【課題】筐体の状態に応じてスタンバイモードに自動的
に移行させる制御を行う場合に、所定の状態以外の状態
でスタンバイモードに移行してしまうのを抑制すること
が可能な携帯情報表示端末を提供する。
【解決手段】この携帯情報表示端末１は、フレーム２０
の傾きを検出することにより、第１の状態（フレーム２
０を載置面１００に寝かせて使用する状態（寝かせた状
態）およびフレーム２０を載置面１００に立てて使用す
る状態（立てた状態））になったことと、第２の状態（
フレーム２０が載置面１００に対向するように伏せられ
た不使用状態）になったこととを検出する傾きセンサ５
３と、傾きセンサ５３により不使用状態であることが検
出された場合に、不使用状態であると判別して特定する
とともに、スタンバイモードに移行する制御を行う制御
部５１とを備えている。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の傾きを検出することにより、第１の状態になったことと、第２の状態になっ
たこととを検出するための傾きセンサと、
　前記傾きセンサにより前記第２の状態であることが検出された場合に、前記第２の状態
であると判別して特定するとともに、スタンバイモードに移行する制御を行う制御部とを
備えた、携帯情報表示端末。
【請求項２】
　情報を表示する表示部をさらに備え、
　前記第２の状態は、前記筐体および前記表示部が載置面に対向するように伏せられた不
使用状態であり、
　前記制御部は、前記傾きセンサにより前記筐体および前記表示部を前記載置面に対向す
るように伏せた不使用状態であることが検出された場合に、スタンバイモードに移行する
制御を行うように構成されている、請求項１に記載の携帯情報表示端末。
【請求項３】
　前記傾きセンサは、前記第１の状態および前記第２の状態に加えて、ユーザにより前記
筐体が把持された状態である第３の状態を検出するように構成されており、
　前記制御部は、ユーザにより前記筐体が把持された前記第３の状態であることが前記傾
きセンサにより検出された場合には、前記第２の状態の傾きが検出された場合にも、前記
スタンバイモードに移行しない制御を行うように構成されている、請求項１または２に記
載の携帯情報表示端末。
【請求項４】
　前記第１の状態および前記第２の状態は、前記筐体が載置面に載置される状態であり、
　前記第１の状態は、前記筐体を立てて使用する立て置き使用状態と、前記筐体を寝かせ
て使用する寝かせ使用状態とを含み、
　前記筺体は、前記立て置き使用状態における前記筺体の傾きと、前記寝かせ使用状態に
おける前記筺体の傾きと、前記第２の状態における前記筺体の傾きとが、互いに異なる傾
きになるように前記載置面に載置可能に構成されており、
　前記傾きセンサにより前記第２の状態における前記筐体の傾きが検出された場合に、前
記制御部により前記スタンバイモードに移行する制御を行うように構成されている、請求
項１～３のいずれか１項に記載の携帯情報表示端末。
【請求項５】
　情報を表示する表示部をさらに備え、
　前記第２の状態は、前記筐体および前記表示部が前記載置面に対向するように伏せられ
た不使用状態であり、
　前記筺体は、前記立て置き使用状態での傾きと、前記寝かせ使用状態での傾きと、前記
伏せられた不使用状態での傾きとが、互いに異なる傾きになるように前記載置面に載置可
能な外形形状を有するように構成されている、請求項４に記載の携帯情報表示端末。
【請求項６】
　前記第１の状態は、使用状態であり、
　前記制御部は、前記傾きセンサにより前記第１の状態になったことが検出された場合に
は、検出された状態に対応するアプリケーションプログラムを起動するとともに、前記傾
きセンサにより前記第２の状態であることが検出された場合には、アプリケーションプロ
グラムを起動せずにスタンバイモードに移行するように制御するようにように構成されて
いる、請求項１～５のいずれか１項に記載の携帯情報表示端末。
【請求項７】
　リモコンモードの際に使用する通信部をさらに備え、
　前記第１の状態は、前記筐体を載置面に寝かせて使用する寝かせ使用状態を含み、
　前記制御部は、前記傾きセンサにより前記寝かせ使用状態であると検出された場合に、
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前記リモコンモードに対応するアプリケーションプログラムを起動するように構成されて
いる、請求項６に記載の携帯情報表示端末。
【請求項８】
　リモコンモードの際に使用する通信部をさらに備え、
　前記制御部は、前記リモコンモードで使用されている場合に、前記第２の状態になった
ことが前記傾きセンサにより検出された時に、前記携帯情報表示端末をスタンバイモード
に移行させるとともに、前記リモコンモードの操作対象である機器に対してスタンバイモ
ードに移行するように指示する信号を前記通信部を介して送信するように構成されている
、請求項１～７のいずれか１項に記載の携帯情報表示端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯情報表示端末に関し、特に、筐体を備える携帯情報表示端末に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、筐体を備える携帯情報表示端末が知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、表示部が設けられるパネル枠（筐体）と、パネル枠が載置面に立
った状態でパネル枠を支持可能な支持体とを備える表示装置（携帯情報表示端末）が開示
されている。パネル枠の表示部が設けられている側の面には、開口部が形成されており、
開口部の内部に照度センサが設けられている。上記特許文献１では、照度センサが光を検
知しない場合に、表示部に表示されている表示がオフにされるように構成されている。こ
れにより、表示部が載置面に対向するようにパネル枠が伏せられた場合には、照度センサ
が光を検知しなくなることにより、自動的に表示部の表示がオフ（スタンバイモード）に
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３９７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１による表示装置（携帯情報表示端末）では、周囲が明る
い環境においては、パネル枠（筐体）が伏せられた状態と伏せられていない状態とを判別
することが可能である一方、周囲が暗い環境においては、パネル枠が伏せられた状態と伏
せられていない状態とを判別することが困難になると考えられる。したがって、伏せた状
態でのみスタンバイモードに移行させたい場合であっても、周囲の明るさの環境によって
、伏せた状態以外の状態でもスタンバイモードに移行してしまう場合があるという問題点
がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、筐体の状態に応じてスタンバイモードに自動的に移行させる制御を行う場合に
、所定の状態以外の状態でスタンバイモードに移行してしまうのを抑制することが可能な
携帯情報表示端末を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　この発明の一の局面による携帯情報表示端末は、筐体と、筐体の傾きを検出することに
より、第１の状態になったことと、第２の状態になったこととを検出するための傾きセン
サと、傾きセンサにより第２の状態であることが検出された場合に、第２の状態であると
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判別して特定するとともに、スタンバイモードに移行する制御を行う制御部とを備えてい
る。
【０００８】
　この一の局面による携帯情報表示端末では、上記のように、筐体の傾きを検出すること
により、第１の状態になったことと、第２の状態になったこととを検出する傾きセンサを
設けることによって、照度センサを用いる構成のように携帯情報表示端末の周囲の環境（
明るさ）に影響されることなく、傾きセンサにより検出される傾きに基づいて、第１の状
態および第２の状態の少なくとも２種類の状態を検出することができる。これにより、第
２の状態でスタンバイモードに自動的に移行させる制御を行う場合に、第２の状態以外の
状態（第１の状態）でスタンバイモードに移行してしまうのを抑制することができる。
【０００９】
　上記一の局面による携帯情報表示端末において、好ましくは、情報を表示する表示部を
さらに備え、第２の状態は、筐体および表示部が載置面に対向するように伏せられた不使
用状態であり、制御部は、傾きセンサにより筐体および表示部を載置面に対向するように
伏せた不使用状態であることが検出された場合に、スタンバイモードに移行する制御を行
うように構成されている。このように構成すれば、ユーザが携帯情報表示端末を使用しな
い場合に、筐体および表示部を載置面に対向するように伏せるだけでスタンバイモードに
移行させることができるので、スタンバイモードに移行される分、容易に、携帯情報表示
端末の消費電力を小さくすることができる。
【００１０】
　上記一の局面による携帯情報表示端末において、好ましくは、傾きセンサは、第１の状
態および第２の状態に加えて、ユーザにより筐体が把持された状態である第３の状態を検
出するように構成されており、制御部は、ユーザにより筐体が把持された第３の状態であ
ることが傾きセンサにより検出された場合には、第２の状態の傾きが検出された場合にも
、スタンバイモードに移行しない制御を行うように構成されている。このように構成すれ
ば、ユーザにより筐体が把持された第３の状態である場合には、ユーザは携帯情報表示端
末を使用していることが多いため、ユーザにより筐体が把持された第３の状態で第２の状
態の傾きが検出された場合に、使用中の携帯情報表示端末がスタンバイモードに移行して
しまうのを防止することができる。
【００１１】
　上記一の局面による携帯情報表示端末において、好ましくは、第１の状態および第２の
状態は、筐体が載置面に載置される状態であり、第１の状態は、筐体を立てて使用する立
て置き使用状態と、筐体を寝かせて使用する寝かせ使用状態とを含み、筺体は、立て置き
使用状態における筺体の傾きと、寝かせ使用状態における筺体の傾きと、第２の状態にお
ける筺体の傾きとが、互いに異なる傾きになるように載置面に載置可能に構成されており
、傾きセンサにより第２の状態における筐体の傾きが検出された場合に、制御部によりス
タンバイモードに移行する制御を行うように構成されている。このように構成すれば、立
て置き使用状態における筺体の傾きと、寝かせ使用状態における筺体の傾きと、第２の状
態における筺体の傾きとが、互いに異なる傾きであることにより、容易に、傾きセンサに
より携帯情報表示端末の立て置き使用状態、寝かせ使用状態および第２の状態のいずれの
状態であるかを検出することができる。
【００１２】
　この場合において、好ましくは、情報を表示する表示部をさらに備え、第２の状態は、
筐体および表示部が載置面に対向するように伏せられた不使用状態であり、筺体は、立て
置き使用状態での傾きと、寝かせ使用状態での傾きと、伏せられた不使用状態での傾きと
が、互いに異なる傾きになるように載置面に載置可能な外形形状を有するように構成され
ている。このように構成すれば、筺体が互いに異なる傾きになるように載置面に載置可能
な外形形状を有することにより、スタンド部材などの補助部材を別途用いることなく、傾
きセンサが検知可能な立て置き使用状態における筺体の傾き、寝かせ使用状態における筺
体の傾き、および、伏せられた不使用状態での傾きのいずれかの傾きで筐体を載置面に載
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置することができる。
【００１３】
　上記一の局面による携帯情報表示端末において、好ましくは、第１の状態は、使用状態
であり、制御部は、傾きセンサにより第１の状態になったことが検出された場合には、検
出された状態に対応するアプリケーションプログラムを起動するとともに、傾きセンサに
より第２の状態であることが検出された場合には、アプリケーションプログラムを起動せ
ずにスタンバイモードに移行するように制御するようにように構成されている。このよう
に構成すれば、使用状態である第１の状態になった場合に、各状態に対応するアプリケー
ションプログラムを自動的に起動することができるとともに、第２の状態になった場合に
、自動的にスタンバイモードに移行することができる。これにより、ユーザによる操作性
を向上することができる。
【００１４】
　この場合において、好ましくは、リモコンモードの際に使用する通信部をさらに備え、
第１の状態は、筐体を載置面に寝かせて使用する寝かせ使用状態を含み、制御部は、傾き
センサにより寝かせ使用状態であると検出された場合に、リモコンモードに対応するアプ
リケーションプログラムを起動するように構成されている。このように構成すれば、筐体
を載置面に寝かせた場合に、リモコンモードに対応するアプリケーションプログラムが起
動することにより、即時にリモコンとして使用することができるので、ユーザによる操作
性を向上することができる。
【００１５】
　上記一の局面による携帯情報表示端末において、好ましくは、リモコンモードの際に使
用する通信部をさらに備え、制御部は、リモコンモードで使用されている場合に、第２の
状態になったことが傾きセンサにより検出された時に、携帯情報表示端末をスタンバイモ
ードに移行させるとともに、リモコンモードの操作対象である機器に対してスタンバイモ
ードに移行するように指示する信号を通信部を介して送信するように構成されている。こ
のように構成すれば、リモコンモードで使用されている場合において、第２の状態に変更
されることにより携帯情報表示端末がスタンバイモードに移行される場合には、リモコン
モードの操作対象である機器を使用することがなくなると考えられるので、操作対象であ
る機器に対してスタンバイモードに移行する信号を通信部を介して送信することにより、
容易に操作対象である機器をもスタンバイモードに移行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態による携帯情報表示端末の液晶表示部側の構成を説明する
ための全体斜視図である。
【図２】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末のフレームの液晶表示部が設
けられている表面とは反対側の表面側の構成を説明するための全体斜視図である。
【図３】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末の長手方向を横向きにして携
帯情報表示端末が把持された状態を示した斜視図である。
【図４】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末の長手方向を縦向きにして携
帯情報表示端末が把持された状態を示した斜視図である。
【図５】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末のフレームおよび液晶表示部
を載置面に立てた状態を示した斜視図である。
【図６】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末のフレームおよび液晶表示部
を載置面に寝かせた状態を示した斜視図である。
【図７】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末の内部構成を説明するための
ブロック図である。
【図８】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末のフレームおよび液晶表示部
が載置面に対して伏せた不使用状態を示した斜視図である。
【図９】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末の液晶表示部に表示される小
規模のアプリケーションソフト（ガジェット）の表示画面を示した図である。



(6) JP 2011-221663 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

【図１０】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末のリモコンモード時に液晶
表示部に表示される表示画面を示した図である。
【図１１】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末のリモコンモード時にテレ
ビジョン装置に赤外線を送信する状態を示した斜視図である。
【図１２】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末の液晶表示部に表示される
ストリーミング動画を再生するアプリケーションの表示画面を示した図である。
【図１３】図１に示した第１実施形態による携帯情報表示端末の状態に対応するアプリケ
ーションプログラムの起動およびスタンバイモード移行フローを説明するためのフローチ
ャートである。
【図１４】本発明の第２実施形態による携帯情報表示端末の内部構成を説明するためのブ
ロック図である。
【図１５】本発明の第２実施形態による携帯情報表示端末の状態に対応するアプリケーシ
ョンプログラムの起動およびスタンバイモード移行フローを説明するためのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　（第１実施形態）
　まず、図１～図１２を参照して、本発明の第１実施形態による携帯情報表示端末１の構
成について説明する。
【００１９】
　図１および図２に示すように、本発明の第１実施形態による携帯情報表示端末１は、情
報を表示する液晶表示部１０（図１参照）と、液晶表示部１０が表面に設けられるフレー
ム２０とにより主に構成されている。なお、液晶表示部１０は、本発明の「表示部」の一
例であり、フレーム２０は、本発明の「筐体」の一例である。この携帯情報表示端末１は
、ユーザにより把持された状態（図３および図４参照）で使用可能に構成されているとと
もに、フレーム２０および液晶表示部１０を載置面１００に立てた状態（図５参照）、お
よび、フレーム２０および液晶表示部１０を載置面１００に寝かせた状態（図６参照）で
も使用可能に構成されている。なお、ユーザにより把持された状態は、本発明の「第３の
状態」の一例であり、フレーム２０および液晶表示部１０を載置面１００に立てた状態は
、本発明の「第１の状態」および「立て置き使用状態」の一例である。また、フレーム２
０および液晶表示部１０を載置面１００に寝かせた状態は、本発明の「第１の状態」およ
び「寝かせ使用状態」の一例である。
【００２０】
　この携帯情報表示端末１は、インターネット接続可能に構成されており、インターネッ
ト接続を行うことによりストリーミング配信の受信および再生出力機能、メール機能、ビ
デオチャット機能およびボイスチャット機能を使用可能に構成されている。また、携帯情
報表示端末１は、インターネット接続をしていない場合にも、リモコンモードに移行する
ことにより、メディアプレーヤーおよびテレビジョン装置（図示せず）などのリモコンと
して使用可能に構成されている。また、携帯情報表示端末１は、フレーム２０および液晶
表示部１０を立てた状態（図５参照）では、小規模のアプリケーションソフト（ガジェッ
ト）により、カレンダーや時計などを表示することが可能である。
【００２１】
　次に、携帯情報表示端末１の液晶表示部１０およびフレーム２０の構成について詳細に
説明する。液晶表示部１０は、図１に示すように、タッチパネル機能を有しており、ユー
ザが液晶表示部１０に表示された操作ボタン１０ａを押下することにより、アプリケーシ
ョンプログラムに従った操作が可能なように構成されている。また、液晶表示部１０の矢
印Ｘ１方向側には、カメラユニット１１が設置されている。このカメラユニット１１は、
たとえば、ユーザにより把持された状態で携帯情報表示端末１を使用する場合などに、ビ
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デオチャット時の画像を入力する機能を有する。
【００２２】
　また、カメラユニット１１の近傍には、マイクユニット１２が設置されている。このマ
イクユニット１２は、たとえば、ボイスチャットおよびビデオチャット時などの音声を入
力する機能を有する。
【００２３】
　また、フレーム２０は、樹脂により形成されている。図１および図２に示すように、フ
レーム２０の液晶表示部１０が設けられている表面とは反対側の表面には、複数の突起部
２１、２２および２３が一体的に設けられている。突起部２１および２２は、フレーム２
０の長手方向（Ｘ方向）の両方の端部近傍にフレーム２０の短手方向（Ｙ方向）に延びる
ように設けられている。また、図６に示すように、突起部２１（図２参照）および２２は
、それぞれ、フレーム２０の短手方向（Ｙ方向）の一方端側（矢印Ｙ１方向側）から他方
端側（矢印Ｙ２方向側）に向かって徐々に厚みが増加するように構成されている。つまり
、突起部２１および２２は、それぞれ、フレーム２０の長手方向（矢印Ｘ１方向および矢
印Ｘ２方向）から見て、フレーム２０の短手方向の他方側（矢印Ｙ２方向側）から一方側
（矢印Ｙ１方向側）に向かってテーパ状に先細る楔形形状を有するように構成されている
。
【００２４】
　上記のように突起部２１および２２を構成することによって、図５に示すように、突起
部２１および突起部２２の矢印Ｙ２方向側の面を下にして携帯情報表示端末１を載置面１
００に載置することにより、突起部２１および２２は、フレーム２０および液晶表示部１
０を立てた状態でフレーム２０を支持可能である。また、図６に示すように、突起部２１
および２２は、フレーム２０および液晶表示部１０を載置面１００に対して所定の角度θ
傾斜させて寝かせた状態で、フレーム２０を支持可能である。
【００２５】
　また、上記のように突起部２１および２２を構成することによって、図３に示すように
、突起部２１および２２は、フレーム２０および液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）を
ユーザから見て横向きにしてユーザが両手で把持することが可能である。また、図４に示
すように、突起部２２は、フレーム２０および液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）を縦
向きにして片手（左手）で把持可能である。
【００２６】
　また、突起部２３は、図２に示すように、フレーム２０の短手方向（Ｙ方向）の他方端
部（矢印Ｙ２方向端部）近傍で、かつ、突起部２１および２２の間に設けられている。こ
の突起部２３の内部には、携帯情報表示端末１の電源を供給するための二次電池（リチウ
ムイオン電池）が内蔵（収納）されている。
【００２７】
　また、突起部２１および２２の他方端部側（矢印Ｙ２方向側）の端面には、それぞれ、
赤外線通信部３１および３２が内蔵されている。なお、赤外線通信部３１および３２は、
本発明の「通信部」の一例である。これら赤外線通信部３１および３２は、後述するリモ
コンモードの際に、メディアプレーヤーおよびテレビジョン装置９０（図１１参照）など
を操作可能な所定の信号（リモコン信号）を含む赤外線を発光するように構成されている
。
【００２８】
　また、液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）の矢印Ｘ２方向側の部分には、図１に示す
ように、情報処理装置モード用各種スイッチ３３が設けられている。情報処理装置モード
用各種スイッチ３３は、それぞれ、メール、ビデオおよびボイスチャットなどを処理する
情報処理装置モードで使用されるスイッチである。また、情報処理装置モード用各種スイ
ッチ３３の矢印Ｘ２方向側の近傍には、４方向移動スイッチ３４（選択スイッチ）が設け
られている。また、４方向移動スイッチ３４の中心部分には、決定スイッチ３５が設けら
れている。これら４方向移動スイッチ３４および決定スイッチ３５は、それぞれ、リモコ
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ンモードおよび情報処理装置モードの両方で使用可能に構成されている。
【００２９】
　また、４方向移動スイッチ３４の矢印Ｙ２方向側には、リモコンモードと情報処理装置
モードとを切替可能なリモコンモード遷移スイッチ３６が設けられている。また、４方向
移動スイッチ３４の矢印Ｙ１方向側には、リモコンモードにおけるリモコン操作対象機器
（テレビなど）の表示部にＯＳＤ表示された操作画面を現在の状態から１つ前の状態に戻
すための戻る機能スイッチ３７が設けられている。また、図２に示すように、フレーム２
０の裏面には、電源スイッチ３８が設けられている。この電源スイッチ３８は、携帯情報
表示端末１がオフ状態である場合には、押圧されることによりオン状態に起動させるとと
もに、後述するスタンバイモードである場合には、押圧されることによりスタンバイモー
ドから復帰させる機能を有する。
【００３０】
　また、図５に示すように、フレーム２０の矢印Ｘ１方向側の側面部２４には、複数の接
続部４０が設けられている。この接続部４０は、２つのＵＳＢ接続部４１および４２と、
ＨＤＭＩ接続部４３と、音声ケーブル接続部４４と、電源コネクタ４５とを含んでいる。
【００３１】
　次に、携帯情報表示端末１の内部構成について説明する。携帯情報表示端末１のフレー
ム２０には、図７に示すように、携帯情報表示端末１の制御を司る制御部（ＣＰＵ）５１
と、記憶部（メモリ）５２と、傾きセンサ５３とが設けられている。
【００３２】
　記憶部５２は、制御部５１により実行されるアプリケーションプログラムを記憶してい
る。また、記憶部５２は、ユーザの手で把持して使用する状態（以下、手持ち状態（図３
および図４参照）と呼ぶ）、フレーム２０および液晶表示部１０を載置面１００に立てて
使用する状態（以下、立てた状態（図５参照）と呼ぶ）、および、フレーム２０および液
晶表示部１０を載置面１００に寝かせて使用する状態（以下、寝かせた状態（図６参照）
と呼ぶ）において使用されたアプリケーションプログラムの使用履歴を記憶している。
【００３３】
　ここで、第１実施形態では、傾きセンサ５３は、フレーム２０（図１参照）の傾きを取
得する機能を有する。傾きセンサ５３は、立てた状態（図５参照）、寝かせた状態（図６
参照）および手持ち状態（図３および図４参照）のいずれの使用状態であるかを検出（判
別）するために設けられている。また、傾きセンサ５３は、立てた状態（図５参照）、寝
かせた状態（図６参照）および手持ち状態（図３および図４参照）のみならず、フレーム
２０および液晶表示部１０が載置面１００に対向するように伏せられた不使用状態（以下
、不使用状態（図８参照）と呼ぶ）を検出可能に構成されている。なお、フレーム２０お
よび液晶表示部１０が載置面１００に対向するように伏せられた不使用状態は、本発明の
「第２の状態」の一例である。
【００３４】
　また、上述したフレーム２０の外形形状により、立てた状態（図５参照）での傾きと、
寝かせた状態（図６参照）での傾きと、伏せた不使用状態（図８参照）での傾きとは、フ
レーム２０の載置面１００に対する角度が互いに９０度以上異なるため、制御部５１は、
フレーム２０の載置面１００に対する異なる傾きに基づいて容易に各状態を判別して特定
することが可能である。
【００３５】
　また、手持ち状態（図３および図４参照）では、ユーザが微妙に動くことに起因して傾
きセンサ５３により検出される検出値が検出時間毎に変化するため、制御部５１は、立て
た状態、寝かせた状態および不使用状態と、手持ち状態とを区別することが可能となる。
また、傾きセンサ５３は、手持ち状態（図３および図４参照）である場合にも、フレーム
２０の長手方向を縦にして使用する縦向きでの使用状態（以下、縦持ち状態（図４参照）
と呼ぶ）とフレーム２０の長手方向を横にして使用する横向きでの使用状態（以下、横持
ち状態（図３参照）と呼ぶ）とを検出可能に構成されている。また、縦持ち状態と横持ち
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状態とでは、図３および図４に示すように、液晶表示部１０が約９０度回転されるため、
傾きセンサ５３は、縦持ち状態と横持ち状態との異なる傾きを容易に判別して特定するこ
とが可能である。
【００３６】
　ここで、第１実施形態では、制御部５１は、傾きセンサ５３により取得された傾きに基
づいてフレーム２０および液晶表示部１０の使用状態を判別して特定するように構成され
ている。そして、制御部５１は、特定した使用状態に対応するアプリケーションプログラ
ムを自動的に起動、または、スタンバイモードに移行する制御を行うように構成されてい
る。具体的には、制御部５１は、立てた状態（図５参照）であると特定した場合には、ユ
ーザが操作することを前提としないアプリケーションプログラムを起動するように構成さ
れている。ここで、ユーザが操作することを前提としないアプリケーションプログラムと
は、たとえば、図９に示す時計１０ｂ、カレンダー１０ｃおよびニュース１０ｄのトピッ
クスなどを液晶表示部１０上に表示するガジェットを含むユーザにとって受動的なアプリ
ケーションである。また、このガジェットは、液晶表示部１０のアイコン１０ｅおよび１
０ｆなどが操作されることにより、それぞれ、スケジューラーおよび天気予報などを液晶
表示部１０に表示可能に構成されている。
【００３７】
　また、制御部５１は、寝かせた状態（図６参照）であると特定した場合には、ユーザが
操作することを前提とするアプリケーションプログラムを起動するように構成されている
。ここで、ユーザが操作することを前提とするアプリケーションプログラムとは、たとえ
ば、図１０に示すように、メディアプレーヤーおよびテレビジョン装置９０（図１１参照
）などのリモコンとして使用可能なユーザにとって能動的なアプリケーションである。こ
のリモコンアプリケーションプログラムは、リモコンモードに移行された際に使用される
プログラムである。たとえば、リモコンアプリケーションプログラムでは、制御部５１は
、テレビジョン装置９０の電源をオンまたはオフに切り替えるための電源ボタン１０ｇ、
テレビジョン装置９０が受信する放送のチャンネルを切り替えるためのチャンネルボタン
群１０ｈおよびチャンネル送りボタン１０ｉ、テレビジョン装置９０から出力される音声
の音量を調整する音量調整ボタン１０ｊ、および、テレビジョン装置９０（図１１参照）
以外のテレビジョン装置（図示せず）およびメディアプレーヤー（図示せず）などのリモ
コンの操作対象を変更する対象切替ボタン群１０ｋなどをタッチパネル機能を有する液晶
表示部１０に表示するように構成されている。
【００３８】
　また、制御部５１は、手持ち状態（図３および図４参照）であると特定した場合にも、
ユーザが操作することを前提とするアプリケーションプログラムを起動するように構成さ
れている。ここで、ユーザが操作することを前提とするアプリケーションプログラムとは
、たとえば、図１２に示すように、ストリーミング動画を再生可能な、ユーザにとって能
動的なアプリケーションプログラムである。この動画再生アプリケーションプログラムは
、情報処理装置モード時に使用されるプログラムである。たとえば、この動画再生アプリ
ケーションプログラムでは、制御部５１は、インターネット回線を介して表示される複数
の動画コンテンツ１０ｌ、１０ｍおよび１０ｎなどからいずれか１つの動画コンテンツを
タッチパネル上で選択可能に構成されている。また、動画再生アプリケーションプログラ
ムでは、制御部５１は、動画コンテンツ１０ｌ、１０ｍおよび１０ｎなどのうちいずれか
の動画コンテンツがユーザにより選択された際には、選択された動画コンテンツの再生を
することが可能なように構成されている。なお、特定した使用状態に対応するアプリケー
ションプログラムは、ユーザにより予め設定される。
【００３９】
　また、制御部５１は、傾きセンサ５３により検出される傾き値が常時小刻みに変化して
いるか否かを判断することにより、携帯情報表示端末１が載置面１００に載置されている
状態（図５、図６および図８の状態）、または、ユーザにより把持されている状態（図３
および図４の状態）のいずれかを判断するように構成されている。傾きセンサ５３により
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検出される傾き値が常時小刻みに変化している場合には、制御部５１は、携帯情報表示端
末１がユーザにより把持されている状態であると判断するように構成されている。また、
傾きセンサ５３により検出される傾き値が安定している場合には、制御部５１は、携帯情
報表示端末１が載置面１００に載置されている状態であると判断するように構成されてい
る。
【００４０】
　また、第１実施形態では、制御部５１は、傾きセンサ５３によりフレーム２０および液
晶表示部１０が載置面１００に対向するように伏せられた不使用状態（図８参照）である
ことを特定した場合に、スタンバイモードに移行する制御を行うように構成されている。
この場合、制御部５１は、使用状態（立てた状態、寝かせた状態および手持ち状態）の時
とは異なり、ユーザにより使用されるアプリケーションプログラムを起動しないように構
成されている。
【００４１】
　また、第１実施形態では、制御部５１は、手持ち状態の傾き値（小刻みに変動する傾き
値）が傾きセンサ５３により検出された場合には、不使用状態に対応する傾き値の範囲に
含まれる傾き値が検出された場合にも、スタンバイモードに移行しないように構成されて
いる。
【００４２】
　次に、図３～図８および図１３を参照して、第１実施形態による携帯情報表示端末１の
状態に対応するアプリケーションプログラムの起動および維持、および、スタンバイモー
ド移行フローについて説明する。
【００４３】
　図１３に示すように、制御部５１が傾きセンサ５３により取得された傾き値が変化した
こと（イベント発生）を認識することにより、携帯情報表示端末１の使用状態に対応する
アプリケーションプログラムの起動フローがスタートされる。まず、ステップＳ１におい
て、制御部５１（図７参照）により、傾きセンサ５３から取得した傾き値が認識（評価）
され、その傾き値が記憶部５２に記憶される。そして、ステップＳ２において、記憶され
た過去の傾き値（前回傾き値が変化したときに記憶された傾き値）と今回記憶された傾き
値とに基づいて、携帯情報表示端末１が立てた状態（図５参照）、寝かせた状態（図６参
照）、不使用状態（図８参照）、および、手持ち状態（図３および図４参照）のいずれの
状態であるかが決定される。すなわち、記憶された過去の傾き値および今回記憶された傾
き値が小刻みに変化している場合には、手持ち状態と決定される。また、記憶された過去
の傾き値および今回記憶された傾き値が小刻みに変化しておらずに、今回記憶された傾き
値が立てた状態の傾き値の範囲内である場合には、立てた状態と決定され、今回記憶され
た傾き値が寝かせた状態の傾き値の範囲内である場合には、寝かせた状態と決定され、今
回記憶された傾き値が伏せた不使用状態の傾き値の範囲内である場合には、不使用状態と
決定される。
【００４４】
　その後、ステップＳ３において、制御部５１により、決定された状態が、傾きセンサ５
３により取得された傾き値が変化する前（イベント発生前）の状態から変更されたか否か
が判断される。そして、ステップＳ３において、決定された状態が傾きセンサ５３により
取得された傾き値が変化する前（イベント発生前）の状態から変更されていないと判断さ
れた場合には、ステップＳ４に進む。そして、ステップＳ４において、状態の変更がされ
ていないので、アプリケーションプログラムが変更されることなく、アプリケーションプ
ログラムはそのまま維持され、ステップＳ５に進む。そして、ステップＳ５において、液
晶表示部１０に表示されている表示向きも変更されることなく、そのまま維持され、アプ
リケーションプログラムの起動および維持、および、スタンバイモード移行フローが終了
する。
【００４５】
　また、ステップＳ３において、決定された状態が、傾きセンサ５３により取得された傾
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き値が変化する前（イベント発生前）の状態から変更されたと判断された場合には、ステ
ップＳ６に進む。そして、ステップＳ６において、制御部５１により、変更された状態が
フレーム２０および液晶表示部１０が載置面１００に対向するように伏せられた不使用状
態（図８参照）であるか否かが判断される。そして、ステップＳ６において、変更された
状態が不使用状態であると判断された場合には、ステップＳ７に進む。そして、ステップ
Ｓ７において、制御部５１により、スタンバイモードに移行され、アプリケーションプロ
グラムの起動および維持、および、スタンバイモード移行フローが終了する。また、ステ
ップＳ６において、変更された状態が不使用状態ではないと判断された場合には、ステッ
プＳ８に進む。
【００４６】
　その後、ステップＳ８において、制御部５１により、変更された状態に対応するアプリ
ケーションプログラムが設定されているか否かが判断される。つまり、ステップＳ８にお
いて、立てた状態、寝かせた状態および手持ち状態のそれぞれについて自動的に起動させ
るアプリケーションプログラムがユーザにより設定されているか否かが判断される。そし
て、ステップＳ８において、変更された状態に対応するアプリケーションプログラムが設
定されていないと判断された場合には、上述したステップＳ４およびステップＳ５に進み
、アプリケーションプログラムの起動および維持、および、スタンバイモード移行フロー
が終了する。また、ステップＳ８において、変更された状態に対応するアプリケーション
プログラムが設定されていると判断された場合には、ステップＳ９に進む。
【００４７】
　そして、ステップＳ９において、制御部５１により、設定されていたアプリケーション
プログラムが現在使用中のアプリケーションプログラムと同じアプリケーションプログラ
ムであるか否かが判断される。そして、ステップＳ９において、設定されていたアプリケ
ーションプログラムが現在使用中のアプリケーションプログラムと同じアプリケーション
プログラムであると判断された場合には、アプリケーションプログラムを変更する必要が
ないので、上述したステップＳ４およびステップＳ５に進み、アプリケーションプログラ
ムの起動および維持、および、スタンバイモード移行フローが終了する。また、ステップ
Ｓ９において、設定されていたアプリケーションプログラムが現在使用中のアプリケーシ
ョンプログラムと同じアプリケーションプログラムではないと判断された場合には、ステ
ップＳ１０に進む。
【００４８】
　その後、ステップＳ１０において、変更された状態に対応するユーザにより設定された
アプリケーションプログラムが起動され、ステップＳ１１に進む。そして、ステップＳ１
１において、状態に対応する表示向きに変更または状態に対応する表示向きが維持され、
アプリケーションプログラムの起動および維持、および、スタンバイモード移行フローが
終了する。たとえば、立てた状態と、寝かせた状態または手持ち状態の横持ち状態との間
で状態が変更された場合には、液晶表示部１０に表示される表示向きは１８０度回転され
て変更される。また、手持ち状態のうちの縦持ち状態と、立てた状態、寝かせた状態また
は手持ち状態の横持ち状態との間で状態が変更された場合には、液晶表示部１０に表示さ
れる表示向きは９０度または２７０度回転されて変更される。また、手持ち状態のうちの
横持ち状態と寝かせた状態との間で状態が変更された場合には、液晶表示部１０に表示さ
れる表示向きは変更されずにそのまま維持される。
【００４９】
　第１実施形態では、上記のように、フレーム２０の傾きを検出することにより、第１の
状態（フレーム２０を載置面に寝かせて使用する状態（寝かせた状態）およびフレーム２
０を載置面に立てて使用する状態（立てた状態））になったことと、第２の状態（フレー
ム２０が載置面に対向するように伏せた不使用状態）になったこととを検出する傾きセン
サ５３を設けることによって、照度センサを用いる構成のように携帯情報表示端末１の周
囲の環境（明るさ）に影響されることなく、傾きセンサ５３により検出される傾きに基づ
いて、第１の状態（フレーム２０を載置面に寝かせて使用する状態（寝かせた状態）およ
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びフレーム２０を載置面に立てて使用する状態（立てた状態））および第２の状態（フレ
ーム２０が載置面に対向するように伏せた不使用状態）の少なくとも２種類の状態を検出
することができる。これにより、第２の状態でスタンバイモードに自動的に移行させる制
御を行う場合に、第２の状態以外の状態（第１の状態）でスタンバイモードに移行してし
まうのを抑制することができる。
【００５０】
　また、第１実施形態では、上記のように、傾きセンサ５３によりフレーム２０および液
晶表示部１０を載置面１００に対向するように伏せた不使用状態であることが検出された
場合に、スタンバイモードに移行する制御を行うことによって、ユーザが携帯情報表示端
末１を使用しない場合に、フレーム２０および液晶表示部１０を載置面１００に対向する
ように伏せるだけでスタンバイモードに移行させることができるので、スタンバイモード
に移行される分、容易に、携帯情報表示端末１の消費電力を小さくすることができる。
【００５１】
　また、第１実施形態では、上記のように、ユーザによりフレーム２０が把持された状態
（手持ち状態）であることが傾きセンサ５３により検出された場合には、フレーム２０お
よび液晶表示部１０を載置面１００に対向するように伏せた不使用状態の傾きが検出され
た場合にも、スタンバイモードに移行しない制御を行うことによって、ユーザによりフレ
ーム２０が把持された状態（手持ち状態）である場合には、ユーザは携帯情報表示端末１
を使用していることが多いため、ユーザによりフレーム２０が把持された状態で不使用状
態の傾きが検出された場合に、使用中の携帯情報表示端末１がスタンバイモードに移行し
てしまうのを防止することができる。
【００５２】
　また、第１実施形態では、上記のように、フレーム２０を、寝かせた状態におけるフレ
ーム２０の傾きと、立てた状態におけるフレーム２０の傾きと、不使用状態におけるフレ
ーム２０の傾きとが、互いに異なる傾きになるように載置面１００に載置可能に構成する
ことによって、寝かせた状態におけるフレーム２０の傾きと、立てた状態におけるフレー
ム２０の傾きと、不使用状態におけるフレーム２０の傾きとが、互いに異なる傾きである
ことにより、容易に、傾きセンサ５３により携帯情報表示端末１の寝かせた状態、立てた
状態および不使用状態のいずれの状態であるかを検出することができる。
【００５３】
　また、第１実施形態では、上記のように、フレーム２０を、寝かせた状態におけるフレ
ーム２０の傾きと、立てた状態におけるフレーム２０の傾きと、不使用状態におけるフレ
ーム２０の傾きとが、互いに異なる傾きになるように載置面１００に載置可能な外形形状
を有するように構成することによって、フレーム２０が互いに異なる傾きになるように載
置面１００に載置可能な外形形状を有することにより、スタンド部材などの補助部材を別
途用いることなく、傾きセンサ５３が検知可能な寝かせた状態におけるフレーム２０の傾
き、立てた状態におけるフレーム２０の傾き、および、伏せられた不使用状態におけるフ
レーム２０の傾きのいずれかの傾きでフレーム２０を載置面１００に載置することができ
る。
【００５４】
　また、第１実施形態では、上記のように、傾きセンサ５３により寝かせた状態または立
てた状態になったことが検出された場合には、検出された状態に対応するアプリケーショ
ンプログラムを起動するとともに、傾きセンサ５３により不使用状態であることが検出さ
れた場合には、アプリケーションプログラムを起動せずにスタンバイモードに移行するよ
うに制御することによって、使用状態である寝かせた状態および立てた状態になった場合
に、各状態に対応するアプリケーションプログラムを自動的に起動することができるとと
もに、不使用状態になった場合に、自動的にスタンバイモードに移行することができる。
これにより、ユーザによる操作性を向上することができる。
【００５５】
　また、第１実施形態では、上記のように、傾きセンサ５３によりフレーム２０および液
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晶表示部１０を載置面１００に寝かせて使用する状態であると検出された場合に、リモコ
ンモードに対応するアプリケーションプログラムを起動することによって、フレーム２０
および液晶表示部１０を載置面１００に寝かせた場合に、リモコンモードに対応するアプ
リケーションプログラムが起動することにより、即時にリモコンとして使用することがで
きるので、ユーザによる操作性を向上することができる。
【００５６】
　（第２実施形態）
　次に、図１１、図１４および図１５を参照して、本発明の第２実施形態による携帯情報
表示端末２０１について説明する。この第２実施形態では、不使用状態が検出された場合
に、携帯情報表示端末１のみがスタンバイモードに移行する上記第１実施形態とは異なり
、リモコンモード時に不使用状態に変更された場合に、携帯情報表示端末２０１およびリ
モコンモードの操作対象機器（たとえば、テレビジョン装置１９０）の両方をスタンバイ
モードに移行する例について説明する。
【００５７】
　第２実施形態では、図１４に示すように、制御部（ＣＰＵ）１５１は、リモコンモード
で使用されている場合において、不使用状態の傾き値が傾きセンサ５３により検出された
場合に、携帯情報表示端末２０１をスタンバイモードに移行させるように構成されている
。この場合、制御部（ＣＰＵ）１５１は、さらに、リモコンモードの操作対象である機器
（たとえば、テレビジョン装置１９０（図１１参照））に対してスタンバイモードに移行
するように指示する信号を赤外線通信部３１および３２を介して送信するように構成され
ている。携帯情報表示端末２０１の赤外線通信部３１および３２からテレビジョン装置１
９０にスタンバイモードに移行するように指示する信号が送信された場合には、テレビジ
ョン装置１９０の受光部１９１により信号が受信される。この場合、テレビジョン装置１
９０の制御部１９２は、受光部１９１により受信された信号に基づいてテレビジョン装置
１９０をスタンバイモードに移行するように構成されている。すなわち、制御部１５１は
、リモコンモードである場合において、フレーム２０および液晶表示部１０が載置面１０
０に対向するように伏せられた場合に、携帯情報表示端末２０１およびリモコンモードの
操作対象である機器（たとえば、テレビジョン装置１９０）の両方をスタンバイモードに
移行する制御を行うように構成されている。
【００５８】
　次に、図１１、図１４および図１５を参照して、第２実施形態による携帯情報表示端末
２０１の状態に対応するアプリケーションプログラムの起動および維持、および、スタン
バイモード移行フローについて説明する。なお、図１５のフローチャートのうち、ステッ
プＳ１～ステップＳ１１の処理は、上記第１実施形態の処理と同様である。
【００５９】
　図１５に示すように、ステップＳ７において、制御部１５１（図１４参照）により、ス
タンバイモードに移行され、ステップＳ２１に進む。そして、ステップＳ２１において、
制御部１５１により、赤外線通信部３１および３２を介してリモコンモードの操作対象で
ある機器（たとえば、テレビジョン装置１９０（図１１参照））に対してスタンバイモー
ドに移行するように指示する赤外線信号が発信される。その後、アプリケーションプログ
ラムの起動および維持、および、スタンバイモード移行フローが終了する。
【００６０】
　第２実施形態では、上記のように、リモコンモードで使用されている場合に、不使用状
態になったことが傾きセンサ５３により検出された時に、携帯情報表示端末２０１をスタ
ンバイモードに移行させるとともに、リモコンモードの操作対象である機器（たとえば、
テレビジョン装置１９０）に対してスタンバイモードに移行するように指示する信号を赤
外線通信部３１および３２を介して送信することによって、リモコンモードで使用されて
いる場合において、不使用状態に変更されることにより携帯情報表示端末２０１がスタン
バイモードに移行される場合には、リモコンモードの操作対象である機器（たとえば、テ
レビジョン装置１９０）を使用することがなくなると考えられるので、操作対象である機



(14) JP 2011-221663 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

器（たとえば、テレビジョン装置１９０）に対してスタンバイモードに移行する信号を赤
外線通信部３１および３２を介して送信することにより、容易に操作対象である機器（た
とえば、テレビジョン装置１９０）をもスタンバイモードに移行させることができる。
【００６１】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００６２】
　たとえば、上記第１および第２実施形態では、傾きセンサがフレームおよび液晶表示部
を載置面に立てて使用する立てた状態、フレームおよび液晶表示部を載置面に寝かせて使
用する寝かせた状態、フレームを手で把持して使用する手持ち状態、および、フレームお
よび液晶表示部が載置面に対向するように伏せられた不使用状態のいずれかのみを検出す
る例について示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、立てた状態、寝かせた状
態、手持ち状態および不使用状態に加えて、携帯情報表示端末を壁面に引っ掛けて保持す
るなど、立てた状態、寝かせた状態、手持ち状態および不使用状態以外の状態を検出する
ようにしてもよい。
【００６３】
　また、上記第１および第２実施形態では、携帯情報表示端末を載置面に対向するように
伏せた場合に、携帯情報表示端末をスタンバイモードに移行する例について示したが、本
発明はこれに限られない。たとえば、フレームおよび液晶表示部を載置面に立てて使用す
る立てた状態で携帯情報表示端末をスタンバイモードに移行するなど、携帯情報表示端末
を載置面に対向するように伏せた状態以外の状態で携帯情報表示端末をスタンバイモード
に移行するようにしてもよい。
【００６４】
　また、上記第１および第２実施形態では、傾きセンサがフレームおよび液晶表示部を載
置面に立てて使用する立てた状態、および、フレームおよび液晶表示部を載置面に寝かせ
て使用する寝かせた状態に載置可能な外形形状にフレームを構成した例について示したが
、本発明はこれに限られない。別部材のスタンドなどをフレーム（筐体）に取り付けるこ
とにより、傾きセンサがフレームおよび液晶表示部を載置面に立てて使用する立てた状態
、および、フレームおよび液晶表示部を載置面に寝かせて使用する寝かせた状態に載置す
るようにしてもよい。
【００６５】
　また、上記第１および第２実施形態では、リモコンモード時に、制御対象機器に対して
リモコン信号を含む赤外線を出射することにより、制御対象機器のリモコン制御を行う例
について示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）およびＺｉｇｂｅｅ（登録商標）などの無線通信規格を用いることにより制御対象機
器のリモコン制御を行うようにしてもよい。
【００６６】
　また、上記第１実施形態では、説明の便宜上、制御部の処理動作をスタート時はイベン
ト駆動的に記載し、スタート移行の処理動作はフロー駆動的に記載したフローチャートを
用いて説明したが、本発明はこれに限られない。制御部の処理動作を完全なイベント駆動
型で行ってもよいし、完全なフロー駆動型で行ってもよいし、並行処理的に行ってもよい
。
【００６７】
　また、上記第２実施形態では、携帯情報表示端末を載置面に対向するように伏せた場合
に、テレビジョン装置をスタンバイモードに移行する例について示したが、本発明はこれ
に限られない。携帯情報表示端末のリモコンモードにおいてリモコン操作可能な外部機器
であれば、携帯情報表示端末を載置面に対向するように伏せた場合に、テレビジョン装置
以外の外部機器をスタンバイモードに移行するようにしてもよい。
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【符号の説明】
【００６８】
　１、２０１　携帯情報表示端末
　１０　液晶表示部（表示部）
　２０　フレーム（筐体）
　３１、３２　赤外線通信部（通信部）
　５１、１５１　制御部
　５３　傾きセンサ
　９０、１９０　テレビジョン装置（機器）
　１００　載置面

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１１】

【図１２】 【図１３】
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